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新 規 事 業 及 び 重 要 事 業 総 括 表

Ⅰ 総 額

伸び率令和６年度令和７年度区 分

5.9％301,777,504千円319,566,754千円予算総額

－14.2％14.3％一般会計構成比

【一般会計】

伸び率令和６年度令和７年度区 分

△6.7％1,120,299千円1,045,483千円予算総額

【母子父子寡婦福祉資金特別会計】

伸び率令和６年度令和７年度区 分

3.6％4,404,231千円4,563,176千円予算総額

3.8％4,108,522千円4,265,893千円収益的支出

0.5％295,709千円297,283千円資本的支出

【総合リハビリテーションセンター病院事業会計】

－ ２ －



１３，４０７こども等から意見を聴き施策に反映【こども政策課】一部新規Ｐ ６

３２，１１９こどもの居場所づくり【こども支援課】一部新規Ｐ ７

５，２４８一時保護所入所児童の権利擁護【こども安全課】新 規Ｐ ８

４４，２９４，４３７保育士の確保・定着と保育の質の向上に向けた総合的取組の推進
【こども支援課】

一部新規Ｐ ９

８，９９１，１６６放課後児童クラブの充実【こども支援課】一部新規Ｐ１０

５９４，４０５児童虐待防止対策の強化【こども安全課】一部新規Ｐ１１

５４６，７０２社会的養育の充実【こども安全課】一部新規Ｐ１３

Ⅱ 主な新規事業及び重要施策

１ 子育てに希望が持てる社会の実現

（単位 千円）

２ 高齢者が安心して暮らせる社会づくり

１，２００，１７９介護人材の確保・定着の促進【高齢者福祉課】
【障害者支援課】

一部新規Ｐ１５

４０，８４２地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの深化
【地域包括ケア課】

Ｐ１８

８１，９５０主な認知症施策の総合的な推進【地域包括ケア課】Ｐ１９

－ ３ －

新 規 事 業 及 び 重 要 事 業 総 括 表



８，２４８大規模災害時における避難所支援体制の強化【地域包括ケア課】新 規Ｐ２４

３７，４１０民生委員の担い手確保対策支援【社会福祉課】新 規Ｐ２５

４，８７５拉致問題啓発事業及び戦没者慰霊事業【社会福祉課】一部新規Ｐ２６

２，１６８，７１９生活困窮者や生活保護受給者、ひとり親家庭等に対する支援
【社会福祉課】
【こども政策課】

Ｐ２７

４７，９９８ケアラー・ヤングケアラーを支援する施策の推進
【地域包括ケア課】

一部新規Ｐ２８

１９，７９６高次脳機能障害地域支援ネットワーク構築の促進
【障害者福祉推進課】

Ｐ２０

１４８，２６９医療的ケア児者とケアラーへの支援【障害者支援課】一部新規Ｐ２１

２７，５４７重度障害者が安心して暮らせるグループホームの設置促進
【障害者支援課】

Ｐ２２

２４，６８０障害者就労施設への支援【障害者支援課】Ｐ２３

３ 障害者の自立・生活支援

（単位 千円）

４ 生活の安心支援

－ ４ －

新 規 事 業 及 び 重 要 事 業 総 括 表



６４，２８３，７９４埼玉県こども・若者計画の推進【こども政策課】
【こども支援課】
【こども安全課】
【社会福祉課】
【地域包括ケア課】
【障害者福祉推進課】
【障害者支援課】

一部新規Ｐ２９

１１０，８２１，８３０埼玉県高齢者支援計画の推進【高齢者福祉課】
【地域包括ケア課】
【社会福祉課】

一部新規Ｐ３６

５７，７０８，７２９埼玉県障害者支援計画の推進【障害者福祉推進課】
【障害者支援課】
【社会福祉課】

一部新規Ｐ４０

〈参考〉福祉３プランの推進

－ ５ －

新 規 事 業 及 び 重 要 事 業 総 括 表

（単位 千円）



こ ど も 等 か ら 意 見 を 聴 き 施 策 に 反 映 【予算額】１３，４０７千円

事業概要

１ こどもの声を聴く「埼玉県こども会議」事業 ４，４５５千円

一部新規
担当 こども政策課 政策推進担当 内線 ３２６９

こどもまんなか担当 内線 ３３８１

目 的

こども等の意見を反映して県が行うこども施策を策定、実施、評価するために、こども等が意見を表明する機会を確保し、こど
も等の意見を施策に反映させるための取組を行う。

（１）「埼玉県こども会議」の実施（ 新 規 ） ４，４５５千円

 「埼玉県こども会議」を開催

 小学生～高校生が県政に対して意見を表明する会議を設置・運営

 こどもたちから意見を聴きたい県の施策を庁内で募集し、会議委員のこどもたちから意見を発表

 こどもたちからの意見を施策づくりに生かすとともに、反映状況等を県ホームページで公表

会議委員となる
こどもたちを募集

（実施イメージ）

こどもたちから意見を
聴きたい県の施策（テーマ）

を庁内で募集

会議開催
・県からテーマについて説明
・こどもと県との質疑応答
・こども同士での意見交換
・こどもたちからの意見発表

知事等への
意見発表

施策への
反映検討

会議開催結果や意見
の反映状況等を公表

募集 反映の検討・公表

２ こども等の意見を反映したこどもまんなか社会推進事業 ８，９５２千円

（１）「さいたまけん★こどものこえ」の実施 ８，９５２千円

 「さいたまけん★こどものこえ」登録者へのアンケートの実施

 登録者に対して、Webによるアンケート調査を実施

 アンケート結果は、県ホームページで公表

 「さいたまけん★こどものこえ」登録者の募集（2,000人程度）

 県内の子育て支援施設、小・中学校、高校、市町村窓口等で募集を周知

 こども・子育て当事者に幅広く周知するため、インターネットを活用した広報を実施

会議開催・発表

－ ６ －



小学校への登校時間が、保育所の預かり開始時間より遅いことによる、いわゆる「朝の小１の壁」を解消するため、小学校
開始前の朝の時間にこどもを預かる場を整備するモデル事業を実施する。
また、こども・若者が安心して過ごすことができる、こども食堂等のこどもの居場所の新規立ち上げと継続的な運営等を包括的

に支援する。

こ ど も の 居 場 所 づ く り

担当 こども支援課 放課後児童クラブ担当 内線 ３３２２
こどもの居場所担当 内線 ３３４８

１ 朝のこどもの居場所づくり ５，５７４千円

【予算額】３２，１１９千円

（１）朝のこどもの居場所づくりモデル事業（ 新 規 ） ５，５７４千円

・ 小学校等に見守り員を配置し、こどもを見守る「朝のこどもの居場所づくり」の整備をモデル事業として取り組む
市町村に対して補助を実施・検証を行う。

(事業イメージ)

２ こどもの居場所づくりの支援 ２６，５４５千円

（１）こども・若者と共につくる居場所づくりの支援 ２６，５４５千円
こどもの居場所の認知拡大及び潜在的な担い手、支援者の掘り起こしのため、「こどもの居場所

フェア埼玉」を開催する。
また、「こどもの居場所づくりアドバイザー」を各地域に派遣し、こどもの居場所の新規立ち上

げと継続的な運営を支援する。
「こどもの居場所フェア埼玉」の開催の様子

－ ７ －

一部新規

目 的

事業概要



一時保護所に入所中の児童の通学を支援することで、学校に在籍している児童が適切な教育を受けられるとともに、教員や友人
との関係をはじめとした社会とのつながりが維持されることで、健全な成長と精神的な安定が図られるなど、児童の最善の利益を
守ることを目的とする。

一 時 保 護 所 入 所 児 童 の 権 利 擁 護 【予算額】５，２４８千円

１ 一時保護所における通学支援事業 ５，２４８千円

新 規

事業イメージ

担当 こども安全課 児童虐待対策担当
内線 ３３２４

南児童相談所（川口市・戸田市・蕨市を管轄）においてモデル実施

【通学の対象となる児童】

■管内に原籍校がある小学生以上の児童のうち、以下の条件を満たす者
 児童に通学の意思があること
 親権者等による連れ戻しの危険や逃亡のおそれがないこと 等

（１）一時保護所から学校への送迎等を行う付添協力員（会計年度任用職員）の配置（ 新 規 ） ５，２４８千円

 入所児童の学校への送迎の付添い（公用車の運転を含む）

 学校との連絡調整

 登下校前後の準備等の個別支援

学校
学校に児童を安全に送迎

－ ８ －

目 的

事業概要



市町村と連携し、保育士の確保・定着を進めるとともに、保育の質の向上を推進する。

（２）保育士確保の推進（ 拡 充 ） １４３，０１０千円
・「保育士・保育園支援センター」の運営、保育士向け就職フェアの開催
・新卒保育士及び潜在保育士への就職準備金の貸付

保育士の確保・定着と保育の質の向上に向けた総合的取組の推進

担当 こども支援課 保育・人材確保担当
内線 ３３３３

１ 保育士の確保・定着と保育の質の向上に向けた総合的取組の推進 ４４，２９４，４３７千円

（３）保育士の奨学金返済支援 ２４，６７６千円
・県内保育所等で新たに勤務する保育士に対して、奨学金返済の支援を行う市町村への補助
〔支援額〕年額１８万円（上限。県負担割合１／２）〔支援期間〕最長５年間

（４）保育士の宿舎借上費用への助成 １３３，３２１千円
・国の「保育士宿舎借り上げ支援事業」を実施する市町村と保育所等への上乗せ補助による住居費負担の軽減

【予算額】４４，２９４，４３７千円

（１）保育士の復帰・復職のサポート（ 新 規 ） ４５，８１６千円
・未就学児を持つ保育士が育休等から復帰する又は新たに就職する場合に、当該保育士が支払う
保育料の半額（上限27,000円）の貸付期間の拡大（１年間→保育料の無償化の対象となるまで）

（５）保育士等への研修と保育補助者等の配置支援 １，１０５，６１６千円
・「保育士等キャリアアップ研修」や「子育て支援員研修」などの研修会の開催
・保育士の業務負担軽減のための保育補助者等の配置に係る経費の助成

 新卒保育士への就職準備金【拡充】
・30万円貸付（３年で返還免除）の新たなメニューを創設
・県外からの転居を伴う就職者に対しては10万円を加算

新規・拡充内容

（６）保育所等の運営費の改善（ 拡 充 ） ４２，８４１，９９８千円
・令和６年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた処遇改善（保育士等の人件費増額分＋１０．７％）を
負担金に反映

－ ９ －

一部新規

目 的

事業概要



放 課 後 児 童 ク ラ ブ の 充 実

労働等により昼間保護者のいない家庭の小学生の健全な育成を図るため、授業の終了後に遊び及び生活の場を与える「放課後児
童クラブ」の運営に必要な経費を補助するとともに、利用児童の増加等に対応するため放課後児童クラブの整備を促進する。

【予算額】８，９９１，１６６千円

１ 放課後児童健全育成事業の推進による安心・安全な放課後児童クラブの運営支援 ８，９９１，１６６千円

（３）放課後児童クラブの待機児童解消への支援 ４，３１０千円
放課後児童クラブの待機児童を解消するため、児童館等の既存施設を活用した受け皿

や多様な居場所を確保する。

（４）放課後児童クラブ等のICT化の推進 ２４，６４６千円
放課後児童クラブ等において、業務のICT化を推進するとともに、ICT化を行うための

経費及び通訳サービスの使用に必要な経費を支援する。

（２）放課後児童クラブの運営費・整備費等の補助 ８，９５２，２１０千円
放課後児童クラブの利用児童数及び開所日数等に応じた運営費の補助及び放課後児童

クラブの新設整備や既存施設の改修などの整備費の補助等を行う。
それに加えて、放課後児童支援員による質の向上を図るため、人材確保及び

定着支援対策に取り組む。

（１）放課後児童クラブ職員の確保支援（ 新 規 ） １０，０００千円
放課後児童クラブの待機児童を解消する目的で、民間事業者の放課後児童クラブへの参入促進及び放課後児童クラブに勤

務する職員を確保するための事業を実施する。

 放課後児童クラブ民間事業者参入・職員確保支援事業 【新規】
これまで放課後児童クラブを運営したことのないスポーツクラブや塾等の民間企業の参入を促す。合わせて、放課後

児童クラブの運営に必要な職員を確保するため、放課後児童クラブの職場としての魅力を様々な媒体で発信する。

新規・拡充内容

－ １０ －

一部新規

目 的

事業概要

担当 こども支援課 放課後児童クラブ担当
内線 ３３２２



児 童 虐 待 防 止 対 策 の 強 化

一時保護所の環境改善のための整備を進めるとともに、児童相談所職員確保のための広報の充実により児童相談所の体制強化を
図る。また、児童虐待相談対応の充実や、市町村における相談体制の強化を行うとともに、困難を抱える妊産婦等への支援により
虐待の未然防止を図る。

担当 こども安全課 養護担当、児童虐待対策担当、児童相談所整備担当
内線 ３３３１、３３３５、３３６２

【予算額】 ５９４，４０５千円

１ 児童相談所の整備・機能強化 ４６１，１７２千円

（１）児童相談所一時保護所の環境改善のための整備（ 新 規 ） ４６１,１７２千円
児童の居室の個室化など既設の一時保護所の環境改善を図るため、

中央児童相談所及び所沢児童相談所の建て替え整備を行う。

中央児童相談所一時保護所イメージ

イ 所沢児童相談所一時保護所 仮設一時保護所の設計 ８，７１８千円

〔施設の特徴〕
①一時保護児童の居室の個室化
②シャワー・トイレ付居室の設置
③学習室の充実

〔建物概要（予定）〕
・２階建て
・延床面積１，８３９㎡
・一時保護所定員３０名

〔スケジュール
(見込み)〕

〔開設時期（予定）〕令和９年度

Ｒ11年度Ｒ10年度Ｒ９年度Ｒ８年度Ｒ７年度

基本・実施設計
仮設準備

解体
仮設運営

建設工事
仮設設計

開設・運営
解体

 中央・所沢児童相談所一時保護所の建て替えに向けた整備【新規】
一時保護所の設備及び運営に関する基準（R6.4.1施行）を踏まえた施設の整備

新規・拡充内容

ア 中央児童相談所一時保護所 解体・建設工事 ４５２，４５４千円

Ｒ９年度Ｒ８年度Ｒ７年度

解体
仮設運営

建設工事 開設・運営
解体

〔スケジュール
(見込み)〕

－ １１ －

一部新規

目 的

事業概要



２ 児童虐待相談対応の充実 ３３，５７３千円

（１）ＳＮＳを活用した相談窓口の運営 ２２，６１７千円
親が抱える子育ての不安や親子関係などの悩み、家族からの虐待に関するこどもの悩み等

をＳＮＳ相談できる窓口（無料）を運営する。

（２）ＩＣＴを活用した児童相談所の業務効率化 １０，９５６千円
音声認識システムによる記録の作成やヒアリング補助機能によるガイダンスの活用などに

より、職員の業務効率化を図る。

（１）市町村職員の相談援助技術向上のための支援 ７，８９７千円
市町村における児童相談窓口の中心を担うべき職員や市町村要保護児童対策地域協議会調整担当者等に対して相談援助技術

の向上などのスキルアップ研修を実施する。

（２）市町村が実施する家庭支援事業に対する補助 ６９，６２９千円
地域における子ども・子育て支援事業において、訪問型支援・通所型支援の充実を図るとともに、親子関係の構築に向けた支援を

実施する市町村を支援する。

３ 市町村における相談体制強化及び虐待の未然防止に対する取組の支援 ７７，５２６千円

４ 困難を抱える妊産婦等への支援 ２２，１３４千円

（１）困難を抱える妊産婦等への支援 ２２，１３４千円
生活に困難を抱える妊産婦等に対する支援の強化を図り、一時的な居所や食事の提供、安心して出産・生活ができる環境

を整える。また、産科医療機関にコーディネーターを配置し、妊産婦等に対して養育支援を実施するとともに、児童相談所
等と連携し特別養子縁組等の相談に対応する。

－ １２ －

事業概要



社 会 的 養 育 の 充 実

児童養護施設等に入所している児童は、病気や障害、虐待を受けた児童などケアニーズの高い児童が多いため、児童養護施設等の
人材確保を行い体制強化を図る。また、社会的養育を必要とするこどもの権利擁護を推進するため、こどもの意見表明等を支援する。

担当 こども安全課 総務・里親推進担当、養護担当、児童権利擁護担当
内線 ３３３９、３３３１、０４８－８３４－８７５５

【予算額】５４６，７０２千円

１ 里親等委託の推進強化 ５，９７０千円

（１）里親による乳幼児養育の推進（ 新 規 ） ５，９７０千円

 里親による乳幼児養育推進事業【新規】
養育経験が豊富な里親やファミリーホームの養育者を「乳幼児ケアエキスパート」として育成し、乳幼児の一時保護及び養子縁組

里親への継続支援を行うことで、家庭養育体制の基盤整備を図るとともに、円滑な緊急一時保護で乳幼児の安全を確保する。

新規・拡充内容

２ 児童養護施設職員の人材確保及び職場定着 ４１，９４０千円

委託後支援一時保護

家庭養育

交流

・自宅での交流
・同じ立場による指導

里親委託育成
里親支援
センター

（１）児童養護施設等職員の家賃負担軽減による雇用促進（ 拡 充 ） ４１，９４０千円
児童養護施設等に勤務する職員の家賃負担を軽減し、職員の処遇改善を図るとともに、児童養護施設等の

人材確保及び職場定着を図る。

 補助対象施設及び補助対象職種の追加【拡充】
補助対象施設に自立援助ホームを追加し、補助対象職種に心理

療法担当職員及び児童の直接処遇を行う補助者を加え、更なる人材
確保と定着を促進し、児童が安心して生活できる環境を確保する。

新規・拡充内容

拡充

対象職種対象施設

・保育士、児童
指導員、看護
師

・児童養護
施設、乳児
院、児童心
理治療施
設

現行 拡充後

対象職種対象施設

・保育士、児童
指導員、看護
師、心理療法
担当職員、補
助者

・児童養護
施設、乳児
院、児童心
理治療施
設、自立援
助ホーム

乳幼児
ケアエキスパート

・訪問指導等
・継続的な関わり

－ １３ －

一部新規

目 的

事業概要



３ 児童養護施設退所者へのアフターケア ４３，４３５千円

４ 児童心理治療施設の多機能化による児童養護施設等への支援 ２０，０００千円

児童養護施設退所者等が退所後に自立できるよう、退所児童等アフターケア事業所(クロ
ーバーハウス)を運営するとともに、希望の家事業による進学者への低額な住居の提供・相
談支援、施設入所者及び退所者への就労支援、修学継続や自立のための資金の貸付を行う。

児童心理治療施設の多機能化を図り、障害や思春期などケアニーズの高い児童の処遇に困難を抱えている児童養護施設等の支
援を行うとともに、思春期における安定した里親子関係を継続するため、通所や訪問による里親子への支援を行う。

５ こどもの意見表明等の推進 １０，２６７千円

社会的養育を必要とするこどもの権利擁護を推進するため、意見表明等支援員（アドボケイト）を養成するとともに、意見を申し立てる
機関（児童福祉審議会）において調査審議等を実施する。

児童養護施設や乳児院における人材確保とケアの拡充を図るため、資格のない職員を補助者として雇用し、児童指導員に育成す
るなどし児童養護施設等の体制を強化するとともに、乳児院に医療機関等連絡調整員を配置する。また、施設整備や児童の学習機
会を支援するため、必要な経費を補助する。

２ 児童養護施設の体制強化と入所児童のケアの充実・進学等支援 ４２５，０９０千円

クローバーハウス

－ １４ －

事業概要



高齢化の進展により要介護者の増加が見込まれる中で、必要な介護サービスを担う人材を確保していく必要がある。このため、
介護人材の確保、定着、イメージアップ及び生産性の向上の４つの視点で総合的な介護人材確保対策に取り組んでいく。

介 護 人 材 の 確 保 ・ 定 着 の 促 進

担当 高齢者福祉課 介護人材担当 内線 ３２３２
施設・事業者指導担当 内線 ３２５４
施設整備担当 内線 ３２６８

障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当 内線 ３３１８

【予算額】 １，２００，１７９千円

１ 介護人材の確保 ２４０，１６３千円

（１）外国人介護人材確保対策の推進（ 一部新規 ） ９９，９３５千円
特定技能外国人等を本県に呼び込むため、段階に応じた支援策を講じることで外国人介護人材の確保を目指す。

新規掘り起こし
【新規】

外国人介護人材雇用促進
採用未経験施設に対し、採用のノウハウや優良事例を紹介するセミナー及び個別課題への対応を行う

確保支援
【新規】

外国人介護人材確保のための初期費用支援
採用時の紹介料など施設が登録支援機関等に支払う初期費用を補助

将来に向けての支援
【新規】

県独自の新規ルート開拓

定着支援
外国人介護職員が長く働ける、魅力ある埼玉介護の促進
資格取得に係る費用への支援、日本語学校学費への支援、住宅確保に係る費用への支援国人

－ １５ －

一部新規

目 的

事業概要



２ 介護人材の定着 １０８，２１７千円

（１）介護人材定着促進事業 ９４，０９５千円
・資格取得支援

介護現場で働きながら介護福祉士実務者研修や介護職員初任者研修を受講した者に対して、研修受講料の一部を補助
・就業定着支援

新任介護職員に対し研修や交流会を実施することで職場への定着を支援
・キャリアアップ研修

介護事業経営者向けのセミナー、中堅職員向けの研修等を実施
・介護支援専門員研修受講支援

研修実施機関に対して必要経費の一部を補助

（２）ハラスメント対策推進事業（ 一部新規 ） １４，１２２千円
ハラスメントに関する相談窓口の設置やハラスメント対策研修の実施、複数の訪問介護員等が訪問介護・訪問看護を

行った際、利用者やその家族等の同意を得られず、介護報酬が算定できない 場合の費用補助を行う。 

（２）介護職員合同入職式・表彰式の実施 ８，２５０千円
県内介護事業所に新たに就職した介護職員を対象に、合同入職式・表彰式を開催する。

（１）介護の魅力ＰＲ隊による介護の仕事の魅力発信 １２，２５９千円
現役の介護職員が、学校や就職セミナーで仕事の魅力を伝える活動やＳＮＳ発信を

通して介護職のイメージアップを図る。

（２）介護事業所等の海外現地における介護人材確保支援（ 新 規 ） ５，０００千円
介護事業所等が行う海外現地における介護人材確保のため、送り出し国におけるマーケティング活動、送り出し機関と

の関係構築・連携強化、海外現地での説明会の開催等の情報収集に係る費用について、その経費の一部を補助する。

３ 介護人材のイメージアップ ２０，５０９千円

（３）介護人材確保促進事業 １３５，２２８千円
介護未経験者等向けに求人情報を掲載したポータルサイトを運営するとともに、職場体験研修やオンラインを活用した入

門的研修及び就職先とのマッチングを実施する。また、市町村が行う介護人材確保に関する経費の一部補助や、優良介護事
業所認証事業などを実施する。

 障害福祉サービス従事者向けのハラスメント対策研修を新たに実施【新規】
新規・拡充内容

－ １６ －
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４ 介護現場における生産性の向上 ４８１，２９０千円

（１）介護ロボット普及促進事業（ 拡 充 ） ２５５，９００千円
介護ロボットを購入又はレンタルする介護事業所に対し、経費の一部を補助する。

（２）ＩＣＴ導入支援事業（ 拡 充 ） １８０，０００千円
ＩＣＴを導入する介護事業所に対し、介護ソフト等の導入費の一部を補助する。

（３）ケアプランデータ連携システム活用促進モデル事業（ 新 規 ） ２５，５００千円
ケアマネや介護職員の事務負担軽減に寄与する「ケアプランデータ連携システム」を最大限に活用するモデル事業を実施し、

横展開を図ることで介護現場の生産性向上を促進する。

（４）テクノロジー導入・業務改善支援事業（ 新 規 ） １９，８９０千円
介護ロボット・ＩＣＴの導入等により業務改善に取り組む介護施設・事業所を支援するワンストップ窓口を開設し、

介護現場の職場環境改善や生産性向上を促進する。

 ３地域でモデル事業を実施【新規】
 年度末に成果報告会を開催 【新規】

新規・拡充内容

 複数種類の機器等を組み合わせて導入する補助メニューを新設【拡充】
新規・拡充内容

 補助対象事業者数を増加【拡充】
新規・拡充内容

 介護ロボット・ＩＣＴの導入等による業務改善を支援するワンストップ窓口を開設【新規】
相談対応、機器展示、試用貸出、有識者派遣、研修会、関係機関連携等を実施

新規・拡充内容

覚醒・起き上がり 睡眠離床

－ １７ －

事業概要

５ 訪問介護等サービス提供体制確保の支援 ３５０，０００千円

（１）訪問介護等サービス提供体制確保支援（ 新 規 ） ３５０，０００千円
訪問介護等サービス事業者が実施する人材確保体制構築や経営改善に対する取組を支援する。



高齢になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、医療・介護・介護予防・生活支援などが一体的に提供され
る地域包括ケアシステムの深化に向けて市町村を支援する。

地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの深化

担当 地域包括ケア課 地域包括ケア担当
内線 ３２５６

【予算額】 ４０，８４２千円

（１）専門家チームによる市町村オーダーメイド支援 １１，２７０千円

トータルコーディネーターが、データの活用、地域分析に関するノウハウ定着に向けた支援を行うとともに、リハビリ専門
職、地域づくりの専門家などと連携し、高齢者の介護予防や生活支援等の取組をオーダーメイド・伴走型で支援する。

（２）地域包括ケアシステムを担う人材の育成 ２９，５７２千円
地域ケア会議、介護予防、生活支援などの事業を担う市町村職員等に対して研修等を実施し、地域包括ケアシステムに

関する知識やノウハウの習得を支援する。

トータルコーディネーター、各専門家が
オーダーメイドによる支援を実施

市町村(行政、包括、社協、SC、ケアマネジャー等）

伴走支援 ・データの活用支援、地域課題の抽出

・介護予防、生活支援の取組みを支援

トータルコーディネーター
リハビリ専門職、地域づくりの専門家

アドバイザー

－ １８ －
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主 な 認 知 症 施 策 の 総 合 的 な 推 進

正しい認知症の知識・認知症の人への理解の増進、バリアフリーの推進、社会参加の機会の確保、若年性認知症等の人への支援
などの取組により、認知症の人やその家族に対する切れ目のない支援を推進する。

担当 地域包括ケア課 認知症・虐待防止担当
内線 ３２５１

【予算額】 ８１，９５０千円

１ 主な認知症施策の総合的な推進 ８１，９５０千円

（１）認知症の人にやさしい地域づくり推進事業費 １，８９０千円
認知症サポーター及びその講師役であるキャラバン・メイトを養成するとともに、

市町村認知症連絡会を開催することにより市町村の認知症施策の推進を支援する。

（３）若年性認知症の人のための施策の推進 １７，０８９千円
若年性認知症支援コーディネーターを配置し、相談対応や居場所づくり、就労支援

を行う。
また、セミナー等の普及啓発を行うことにより、若年性認知症の人が社会とのつな

がりを保ち、生きがいを持って暮らせる環境を整備する。

（４）共生のための「チームオレンジ」構築支援事業 ６，６３１千円
認知症の人に対する地域の支援を広げるため、市町村の「チームオレンジ」の構築

を支援するとともに、認知症本人大使「埼玉県オレンジ大使」の活動を支援し、本人
からの発信を推進する。

若年性認知症カフェ

（５）成年後見制度利用促進事業 ３０，４６８千円
市町村における成年後見制度を活用するための体制整備・強化を支援することにより、

成年後見制度の利用を促進する。

（２）認知症ケア支援事業費（ 拡 充 ） ２５，８７２千円
認知症に関する知識等の普及・啓発・研修を実施することにより、認知症高齢者

やその家族、認知症を介護する職員等を支援する。

 認知症介護職員実践リーダー研修を増加【拡充】

新規・拡充内容

－ １９ －
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高 次 脳 機 能 障 害 地 域 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク 構 築 の 促 進

高次脳機能障害地域支援ネットワークを構築し、高次脳機能障害者への支援体制の充実を図る。

担当 障害者福祉推進課 障害福祉・自立支援医療担当
内線 ３２９５

【予算額】１９，７９６千円

（１）高次脳機能障害地域支援ネットワーク構築促進事業費（ 拡 充 ） １１，３００千円
高次脳機能障害支援拠点機関において、高次脳機能障害者や家族、地域の医療機関・市町村などの関係機関からの相談に

応じて、助言や情報提供などの支援を行う。

（２）高次脳機能障害ピア・カウンセリング事業 ９９７千円
同じ悩みや経験を持つ当事者家族会が電話相談や交流会等を実施する。

（３）高次脳機能障害研修等事業 ６００千円
高次脳機能障害者への支援の専門性を高めるため、医療関係者向けや福祉関係者向けの研修等を実施する。

（４）高次脳機能障害支援体制整備推進委員会の開催 ８５千円
県内における支援体制の整備・充実を図ることを目的に、医師や専門家による推進委員会を開催する。

（５）高次脳機能障害者就労アシスト事業費 ６，８１４千円
高次脳機能障害者への職場定着の支援や、就労継続に向けた企業への助言等を行う。

１ 高次脳機能障害地域支援ネットワーク構築促進事業 １９，７９６千円

 県総合リハビリテーションセンターに加え、新たに３つの民間病院を高次脳機能障害支援拠点機関に指定【拡充】
新規・拡充内容

埼玉県

市町村

高次脳機能障害支援拠点機関
・県総合リハビリテーションセンター
・３つの民間病院【拡充】地域支援ネットワーク

県、市町村、医療機関等と
高次脳機能障害支援拠点機関が連携

国立障害者リハビリテーションセンター

医療機関

福祉・就労・教育等の
支援機関

情報提供 相談 指導助言・情報還元

高次脳機能障害
の当事者や
その家族等

相談
情報提供

情報提供
受診・サービス利用

・高次脳機能障害の特性
・支援手法
・医療機関、福祉・就労・教育等の
支援機関などに関する情報 等

－ ２０ －

目 的

事業概要



医 療 的 ケ ア 児 者 と ケ ア ラ ー へ の 支 援

県全体と地域を管轄する医療的ケア児等支援センターの二層体制で、医療的ケア児等とその家族、市町村、市町村の医療的ケア
児等コーディネーター、支援機関などに対し地域の実情に応じた支援を実施する。

担当 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当
総務・市町村支援担当

内線 ３３０８、０４８－８５７－１００１

【予算額】１４８，２６９千円

１ 医療的ケア児等支援センター事業 ３０，２６０千円

（１）医療的ケア児等支援センター事業 （ 一部新規 ） ３０，２６０千円
医療的ケア児及びその家族等に対する専門的な相談や情報提供、関係機関等との

連絡調整等を行うとともに、人材育成や市町村及び関係機関への支援を行う医療的
ケア児等支援センターを運営し、医療的ケア児等への支援体制を整備する。

２ 地域で暮らす障害児者・ケアラー支援事業 １１８，００９千円

（１）障害者地域支援体制整備事業 １，２２７千円
市町村の基幹相談支援センターや地域生活支援拠点等の設置など市町村の相談支援体制の整備を広域的に支援する。

（５）家族会活動支援事業（新 規） １，０００千円
家族の孤立化を防ぐため、家族同士をつなぎや情報共有など家族会の活動の企画・運営等のサポートを行う。

（２）医療的ケア児等レスパイトケア受入促進事業 １１０，７８２千円
医療的ケアを必要とする重症心身障害児者を在宅で介護する家族の精神的・身体的負担を軽減するため、ショートステイ

及びデイサービスによるレスパイトケアの充実を図る。

（３）医療的ケア児者受入設備整備事業 ４，０００千円
事業所において医療的ケアが必要な障害児者を受入れるため必要なベッドの設置や間仕切り等の費用を補助する。

（４）医療的ケア児者支援従事者養成研修事業 １，０００千円
医療的ケアが必要な障害児者を受入れる事業所でたんの吸引等の医療行為を提供できる職員を養成するため、研

修費用を補助する。

 施設・事業所が医療的ケア児者を受入れるためのガイドライン作成・研修の実施【新規】

新規・拡充内容

－ ２１ －

一部新規

目 的

事業概要



①基礎研修
生活支援員や世話人といった入居者への直接支援を行う職員向け

に事例を通した演習や支援に必要な講義を実施

②スキルアップ研修
知的重度障害者への支援スキルを習得するための実地研修

重度障害者が安心して暮らせるグループホームの設置促進

グループホームの安心感を高め、入所施設等から地域における住まい・生活の場であるグループホームへの地域移行を促進する。

担当 障害者支援課 施設整備・法人指導担当
内線 ３３１３

【予算額】２７，５４７千円

１ 重度障害者グループホームの整備 ２４，０００千円

（１）空き家を重度障害者用グループホームに改修 ２４，０００千円
社会福祉法人等が空き家を重度障害者に対応したグループホームに改修する費用を

補助する。

（１）重度障害者地域生活支援体制整備事業（グループホーム職員研修） ３，３１０千円
障害者グループホーム職員に対する支援事例の紹介や講義を通じ、入居者支援に必要な知識の習得、また知的障害者

や支援が難しい強度行動障害者などへの支援スキルの習得を図る。

（２）重度障害者グループホーム登録事業 ２３７千円
重度障害者にも対応が可能なグループホームを登録し、広く周知を行い、グループ

ホームを安心して利用できる環境を整備する。

２ 重度障害者グループホームの支援体制の強化 ３，５４７千円
整備したグループホーム

グループホーム職員研修

－ ２２ －

目 的

事業概要



（１）就労Ｂ型受注拡大ステーションの開設 ２１，０３９千円
就労継続支援Ｂ型事業所の工賃向上を図るため、事業所と民間企業の需要をマッチングする窓口を設置する。
また、商品開発やデザイン力等のスキルの向上のために専門家派遣や研修会の実施の他に販路の拡大等を支援する。

障 害 者 就 労 施 設 へ の 支 援 【予算額】２４，６８０千円

事業概要

１ 障害者就労施設支援事業費 ３，６４１千円

２ 就労継続支援Ｂ型事業所の企業連携力強化事業 ２１，０３９千円

担当 障害者支援課 施設支援担当
内線 ３５５６

障害者が働くことを実感し、地域でより潤いのある生活を送ることができるよう、障害者就労施設製品のＰＲを通じて、魅力
ある商品の開発や販路拡大を図るとともに、就労Ｂ型受注拡大ステーションにおいて、事業所と民間企業の需要のマッチングなど
を行うことにより障害者の工賃向上につなげる。

（１）販売促進事業（ 拡 充 ） ３，６４１千円
障害者就労施設製品の展示・販売会の開催や障害者就労施設製品の購入実績等

に応じて認定証を贈呈することにより、障害者就労施設製品の魅力のＰＲや
障害者就労施設に対する理解を図り、障害者の工賃向上につなげる。

展示・販売会
（大宮駅コンコース）

プレミアムパートナー
企業認定証

就労Ｂ型受注拡大ステーション
（共同受注窓口）

一般企業等
就労継続支援
Ｂ型事業所

③マッチング

①発注 ②受注希望を照会

 常設店舗での展示・販売 【拡充】
これまで1か所であった常設店舗を、地域分散型ショップとして県内4カ所に増やす。

新規・拡充内容

－ ２３ －

目 的



大 規 模 災 害 時 に お け る 避 難 所 支 援 体 制 の 強 化

県内発災時に、避難所支援の中心を担うリハビリテーション専門職等を迅速に現地に派遣できる体制を構築し、生活不活発病や
災害関連死を予防することで、早期に災害を乗り越え自立した生活の再建・復興を実現する。

担当 地域包括ケア課 地域包括ケア担当
内線 ３２４８

【予算額】８，２４８千円

１ 埼玉版FEMA図上訓練の実施 ４，２７４千円

（１）埼玉版FEMA図上訓練の実施（新 規） ４，２７４千円

・「大規模地震時における避難所支援」などをテーマに埼玉版FEMA図上訓練を実施。

・本部機能の課題を洗い出し、関係機関との連携を強化。

（１）災害リハビリテーション対応マニュアルの作成（新 規） ２，３０１千円

・「災害リハビリテーション対応マニュアル（仮称）」の作成による災害対応力強化

・埼玉版FEMA図上訓練で浮き彫りになった課題等を随時マニュアルに反映

・医療機関や関係機関へマニュアル配付し、災害リハビリテーションに対する理解促進

（２）県、派遣医療機関等との協議の場の設置（新 規） １，６７３千円

・埼玉JRAT運用協議会（仮称）の設置

・地域ごとに市町村や医療機関等の協議の場を設置

２ 災害時リハビリテーション体制構築 ３，９７４千円

埼玉版FEMA図上訓練

転倒防止など
避難所の環境整備

エコノミー症候群の
予防健康チェック

【災害時リハビリテーション】

－ ２４ －

新 規

目 的

事業概要



民 生 委 員 の 担 い 手 確 保 対 策 支 援

民生委員が活動しやすい環境の整備や担い手確保に向けた市町村の創意工夫による取組に対して支援し、民生委員の担い手
確保と負担軽減を図る。

担当 社会福祉課 総務・社会福祉担当
内線 ３２２１

【予算額】３７，４１０千円

（１）民生委員の担い手確保の支援（ 新 規 ） ３７，４１０千円
市町村が創意工夫を凝らして実施する民生委員の「業務負担の軽減」・「理解度の向上」・「多様な世代の参画」に

資する事業への支援を行う。

〔補助内容〕
・民生委員協力員制度の導入（役割分担による負担軽減、複数人訪問による安全確保）
・タブレットを活用した民生委員活動のICT化（オンライン会議・研修など就労しながら活動できる環境整備）
・その他、市町村による地域の実情に応じた欠員解消・負担軽減策の提案

〔補助率〕
国１/２、県１/４、市町村１/４

「地域を見守り、支え、つなぐ 民生委員」

高齢者宅への見守り訪問 児童登下校の見守り

－ ２５ －

新 規

目 的

事業概要

１ 民生委員の担い手確保対策事業 ３７，４１０千円



県民の拉致問題に対する関心を高め、拉致問題解決に向けた気運を醸成する。
本県関係戦没者を慰霊し、平和に対する県民意識の醸成を図るため、追悼式を実施する。

拉 致 問 題 啓 発 事 業 及 び 戦 没 者 慰 霊 事 業

担当 社会福祉課 援護恩給担当
内線 ３２７７

【予算額】 ４，８７５千円

１ 拉致問題の啓発活動を充実・強化 ５００千円

▲ブルーライトアップ▲県民の集い

（１）県民に向けた啓発イベント等の開催（一部新規）５００千円

・拉致問題を考える埼玉県民の集い等の開催
・県内各地でのパネル展の開催
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間における啓発事業の実施
（街頭署名、県関連施設のブルーライトアップ）

 拉致被害者等家族や専門家等を招いた講演会の開催【新規】
 アニメ「めぐみ」上映会やこども向けの講座の開催【新規】

新規・拡充内容

（１）埼玉県戦没者追悼式 ３，２５０千円
先の大戦において戦没された本県関係の方々を追悼し、

併せて恒久平和を祈念するため、戦没者追悼式を実施する。

（２）沖縄「埼玉の塔」追悼式 １,１２５千円
南方地域にて戦没された本県関係の方々をまつる沖縄「埼玉

の塔」において、戦没者追悼式を実施する。

２ 戦没者慰霊事業 ４，３７５千円

▲沖縄「埼玉の塔」追悼式▲埼玉県戦没者追悼式

－ ２６ －

一部新規

目 的

事業概要



生活困窮者や生活保護受給者、ひとり親家庭等に対する支援

町村部の生活困窮者や生活保護受給者に対し、生活・就労・家計に関する支援員を配置し自立を支援する。また、小学生から
高校生までの学習支援事業を実施し、貧困の連鎖の解消を図る。
また、経済的に厳しい環境に置かれたひとり親家庭の自立を促進するため、経済的支援のほかに、母子・父子自立支援員等に

よる生活相談や就労相談、就業支援を行う。また、養育費の不払い解消や安全で安心な親子交流実施に向けた支援を行う。

担当 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当 内線３２７１
生活保護担当 内線３２８４

こども政策課 ひとり親支援担当 内線３２０４

【予算額】２，１６８，７１９千円

１ 生活困窮者や生活保護受給者に対する切れ目のない支援 ３７３，６４９千円

（１）生活困窮者自立相談支援等事業 １３２，５３８千円
生活困窮者に対し、その人に応じた支援（自立・就労等）を行い、自立の促進を図る。また、離職等により住居を失った

方、または失うおそれのある方等に対し、一定期間家賃相当額を支給し居住の確保を行う。

（２）学習支援促進事業 １７７，０８２千円
町村部の生活困窮世帯等の小学生・中学生・高校生に対して学習・生活支援を行う。

（３）生活保護受給者の自立支援事業 ６４，０２９千円
福祉事務所に職業訓練･住宅支援･就労自立支援の支援員を派遣し、ケースワーカーと

連携して生活保護受給者の自立を支援する。
生活保護業務に必要な情報・ノウハウを集積したＡＩヘルプデスクを構築するとともに、社会保険労務士と連携し

年金受給権の再調査等により、生活保護受給者の自立支援を促進する。

２ ひとり親家庭への支援 １，７９５，０７０千円

（１）ひとり親家庭の支援 １，７９２，２７０千円
・経済的に厳しい状況に置かれているひとり親家庭に対して児童扶養手当を支給する。
・母子・父子自立支援員等による生活相談や就労相談を実施する。
・経済的な自立に向けて就職に有利な資格の取得を支援する。

（２）養育費の履行確保に向けた支援 ２，８００千円
・養育費の不払い解消のため、養育費や親子交流等の取決めの重要性を周知する講座の開催や離婚手続き等の支援を行う。
・安全・安心な親子交流実施のための支援を行う。

－ ２７ －

目 的

事業概要



ケ ア ラ ー ・ ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 支 援 す る 施 策 の 推 進 【予算額】 ４７，９９８千円

ケアラー・ヤングケアラー支援に関する広報啓発や居場所づくり、市町村等相談支援機関の人材育成支援などにより、ケア
ラー・ヤングケアラーを総合的に支援する。

１ ケアラー・ヤングケアラーを支援する施策の推進 ４７，９９８千円

（１）広報啓発の推進 ６，４１４千円
・ケアラー月間のイベント開催、啓発チラシの作成・配布

（３）人材の育成（一部新規） １１，４１１千円
・地域包括支援センターや市町村職員等向けの研修を実施

（５）仕事と介護の両立支援（ 新 規 ） ２，０６５千円
・仕事と介護の両立支援のため、事例集を作成・周知

（４）ヤングケアラー支援体制の整備 ２０，３０３千円
・ヤングケアラー支援コーディネーターの設置、SNSを活用した相談窓口の設置・運営等

担当 地域包括ケア課 地域包括ケア担当
内線 ３２５６

（２）居場所づくりの推進 ７，２５８千円
・介護者サロンの設置・運営のための研修を実施
・ヤングケアラー、若者ケアラー向けオンラインサロンの設置・運営

（６）ケアラー支援計画の推進 ５４７千円
・埼玉県ケアラー支援に関する有識者会議の運営

 医療従事者向け研修の実施【新規】
医療・看護サービスの提供を通じて、ケアラーの存在に気付く機会の多い医療従事者向けの研修を実施

 大学教職員等向け研修の実施【新規】
学生との面談などを通じて、若者ケアラーの存在に気付く機会の多い大学教職員等向けの研修を実施

新規・拡充内容

 仕事と介護の両立のための事例集の作成【新規】
仕事と介護の両立に取り組んできた方のエピソードをまとめ、両立のポイントやノウハウを

効果的に伝える事例集を作成し、企業等を通じて周知

新規・拡充内容

両立

研修の様子

－ ２８ －

一部新規

目 的

事業概要



埼玉県こども・若者計画の推進

こども・若者の意見が尊重され最善の利益が優先される社会、こども・若者が夢や希望を持ち健やかに成長・活躍できる社会、
こどもを生み育てることに喜びを実感でき子育て当事者が地域全体から支えられる社会づくりを進め「こどもまんなか社会」の実
現を目指す。

担当 こども政策課 政策推進担当、こどもまんなか担当、ひとり親支援担当
内線 ３２６９、３３８１、３２０４

こども支援課 保育政策担当、保育・人材確保担当、こどもの居場所担当、放課後児童クラブ担当
内線 ３３３６、３３３３、３３４８、３３２２

こども安全課 総務・里親推進担当、養護担当、児童虐待対策担当、児童相談所整備担当、児童権利擁護担当
内線 ３３４０、３３３１、３３３５、３３６２、０４８－８３４－８７５５

社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当、生活保護担当
内線 ３２７１、３２８４

地域包括ケア課 地域包括ケア担当
内線 ３２５６

障害者福祉推進課 総務・計画・団体担当、障害福祉・自立支援医療担当、社会参加推進・芸術文化担当
内線 ３２９４、３３０９、３３１５

障害者支援課 総務・市町村支援担当、地域生活・医療的ケア児支援担当、施設支援担当
内線 ３３１４、３３１７、３３１９、０４８－８５７－１００１

【予算額】６４，２８３，７９４千円

１ こどもの権利擁護、意見の反映 ３９，２６１千円

（１）こどもの人権が尊重される社会環境づくり １５，５８７千円
ア 子供の権利擁護事業費 ４，３１７千円

いじめや虐待などこどもの権利を著しく侵害する行為に対応するために、「子どもの権利擁護委員会」を運営し、こども
を権利侵害から救済する。

イ 子供と家庭電話相談事業費 ３０２千円
いじめや虐待などこどもの権利侵害の問題をはじめ身の回りの様々な出来事に関して悩みを抱えるこども自身から、また

子育てに悩む親等から、安心して気軽に相談できる電話相談窓口「子どもスマイルネット」を運営する。

目 的

事業概要

一部新規

－ ２９ －



ウ 児童虐待ケア対策事業費（うち未成年後見人支援事業） ６，０７０千円
親権を行う者のいない児童の財産管理や身上監護の役割を担う未成年後見人の確保を図るとともに当該児童の日常生活の

支援や福祉の向上に資するため、未成年後見人の報酬を補助し、未成年後見人及び被後見人児童の損害賠償保険料を補助する。

エ 児童福祉施設等子どもの暮らし応援事業費（再掲・Ｐ１４） ４，８９８千円
（うち児童虐待防止に関する施設職員等研修事業費）

児童養護施設等職員を対象に研修を行い、こどもが安心して施設で生活できるよう支援する。

（２）こども等が意見を表明する機会の確保 ２３，６７４千円
ア 「埼玉県こども会議（仮称）」の実施（ 新 規 ）（再掲・Ｐ６） ４，４５５千円
小学生～高校生が県政に対して意見を述べる会議を設置・運営。
こどもたちから意見を聴きたい県の施策を庁内で募集し、会議に参加するこどもたちから意見を発表してもらう。
こどもたちからの意見は施策への反映に向けた検討を行うとともに、反映状況等を県ホームページで公表。

イ こども等の意見を反映したこどもまんなか社会推進事業（再掲・Ｐ６） ８，９５２千円
こども等の意見を施策に反映するため、「さいたまけん★こどものこえ」のメンバーを募集するとともに、メンバーに

対してWebによるアンケートを実施する。

ウ 子供の意見表明等推進事業（再掲・Ｐ１４） １０，２６７千円
社会的養育を必要とするこどもの権利擁護を推進するため、意見表明等支援員（アドボケイト）を養成するとともに、

意見を申し立てる機関（児童福祉審議会）において調査審議等を実施する。

２ 居場所づくりの支援 ３２，１１９千円

事業概要

－ ３０ －

（２）こども・若者と共につくる居場所づくりの支援（再掲・Ｐ７） ２６，５４５千円
こどもの居場所の認知拡大及び潜在的な担い手、支援者の掘り起こしのため、「こどもの居場所フェア埼玉」を開催する。
また、「こどもの居場所づくりアドバイザー」を各地域に派遣し、こどもの居場所の新規立ち上げと継続的な運営を支援する。

（１）朝のこどもの居場所づくりモデル事業（ 新 規 ）（再掲・Ｐ７） ５，５７４千円

小学校等に見守り員を配置し、こどもを見守る「朝のこどもの居場所づくり」の整備をモデル事業として取り組む市町村に
対して補助を実施・検証を行う。



（３）障害などのあるこども・若者への支援 １，７７７，１３６千円

ア 医療的ケア児者とケアラーへの支援（再掲・Ｐ２１） １４８，２６９千円
県全体と地域を管轄する医療的ケア児等支援センターの二層体制で、医療的ケア児等とその家族、市町村、市町村の医療

的ケア児等コーディネーター、支援機関などに対し地域の実情に応じた支援を実施する。

イ 市町村地域生活支援事業 １，２２２，０４７千円
相談支援、意思疎通支援等の多様な事業を総合的に実施する市町村に対して、その経費の一部を補助する。

ウ 障害者就業・生活支援センター事業 ６４，９００千円
雇用・福祉・教育等の関係機関と連絡調整を行い、障害者の就業に伴う生活上の支援を行う。

エ 障害児等療育支援事業 １２８，２２７千円
在宅障害児(者)の地域生活を支えるため、身近な地域で療育、相談等が受けられるような体制の整備を行う。

オ 発達障害児・者への支援 １７７，９８９千円
発達障害の早期発見・早期支援を充実させる拠点として発達障害総合支援センターを運営し、人材の育成や診療・療育体

制の強化等に取り組む。

カ 高次脳機能障害地域支援ネットワーク構築促進事業（再掲・Ｐ２０） １９，７９６千円
高次脳機能障害者及び家族に対する支援等を行うための地域支援ネットワークの充実を図り、相談事業や研修会の開催、

地域支援のための事業などを行う。

事業概要

３ こどもの貧困対策の推進、配慮を要するこどもへの支援 ４，０７５，４４４千円

（２）ひとり親家庭への支援（再掲・Ｐ２７） １，７９５，０７０千円
経済的に厳しい環境に置かれたひとり親家庭の自立を促進するため、経済的支援のほかに、母子・父子自立支援員等による

生活相談や就労相談、ひとり親の資格取得から職場定着まで切れ目のない就業支援を行う。また、養育費の不払い解消や安全
で安心な親子交流実施に向けた支援を行う。

（１）こどもの貧困対策の推進 ３５４，４８７千円
ア 生活困窮者や生活保護受給者等に対する切れ目のない支援（再掲・Ｐ２７） ３５４，４８７千円
町村部の生活困窮者や生活保護受給者に対し、生活・就労・家計に関する支援員を配置し自立を支援する。また、小学生

から高校生までの学習支援事業を実施し、貧困の連鎖の解消を図る。

－ ３１ －



キ 障害者差別解消推進事業 ５，０７０千円
障害者差別解消法に基づき、県民からの相談窓口を設置するとともに、障害者差別解消支援地域協議会を開催する。

ク 共生社会づくり推進事業 ５２３千円
障害者差別解消法及び埼玉県共生社会づくり条例の周知啓発を行う。

ケ 障害者芸術・文化活動の推進 ９，１８２千円
芸術性・創造性にあふれた障害者アートの魅力を伝えるとともに、障害者の芸術文化活動の裾野を広げるプログラムを

実施し、障害者の自立・社会参加を促進する。

コ 障害者福祉啓発推進 １，１３３千円
「障害者週間」記念のつどい、作文・ポスターの募集・表彰等を実施する。

（５）一人ひとりの状況に応じた支援 １１９，１２４千円
ア 地域包括ケアシステム深化・推進事業 １１７，９６８千円
重層的支援体制整備に関する助言や人材育成のための研修及び交付金の交付を通じて、制度の狭間や高齢、障害、こども、

生活困窮等の分野に関連する複雑化した課題等に対応できる包括的な支援体制の構築に取り組む市町村を支援する。

イ 市町村総合相談支援体制構築事業費 １，１５６千円
総合相談支援体制構築に精通するアドバイザーの派遣、課題や手法を共有するための情報交換会の開催及び総合相談支援

体制の中核を担う人材育成のための研修を実施し、市町村の総合相談支援体制の構築を支援する。

事業概要

（４）ヤングケアラーへの支援（一部新規）（再掲・Ｐ２８） ２９，６２７千円
ヤングケアラー支援コーディネーターの設置やSNSを活用した相談窓口、オンラインサロンの設置・運営のほか、

ヤングケアラーに関する普及啓発や人材育成を行う。

－ ３２ －



事業概要

（２）こども政策ＤＸの推進 ３２，１６７千円
ア こども等の意見を反映したこどもまんなか社会推進事業（再掲・Ｐ６） ８，９５２千円

こども等の意見を施策に反映するため、「さいたまけん★こどものこえ」のメンバーを募集するとともに、メンバーに対し
てWebによるアンケートを実施する。

イ SAITAMA出会いサポートセンター事業 １８，４７５千円
市町村や企業等との連携により「SAITAMA 出会いサポートセンター（恋たま）」を運営し、効果的な出会いの機会を提供

する。また、相手の内面に目を向けたコミュニケーションをとることができるメタバースを活用した婚活イベントを実施する。

ウ 保育士研修等事業（再掲・Ｐ９） ４，７４０千円
保育所等の経営者・管理者を対象にICTの導入をテーマとした研修会を実施する。

（１）こどもまんなか社会への機運醸成 １１，６９１千円
ア パパ・ママ応援ショップ事業の推進 １１，６９１千円

子育て世帯への優待制度である「パパ・ママ応援ショップ」事業、乳幼児連れの外出を支援する「赤ちゃんの駅」登録事
業などを通じ、子育て家庭が「応援されている」「支えられている」と実感できる社会づくりを進める。

５ こども・若者、子育てにやさしい社会づくりの推進 ４３，８５８千円

－ ３３ －

４ 児童虐待防止・社会的養育の充実 １，１４１，１０７千円

（１）こどもを虐待から守る地域づくり（一部新規）（再掲・Ｐ１１～１２） ５９４，４０５千円
児童虐待防止対策の強化
一時保護所の環境改善のための整備を進めるとともに、児童相談所職員確保のための広報の充実により児童相談所の体制強

化を図る。また、児童虐待相談対応の充実や、市町村における相談体制の強化を行うとともに、困難を抱える妊産婦等への支
援により虐待の未然防止を図る。

（２）社会的養育の充実（一部新規）（再掲・Ｐ１３～１４） ５４６，７０２千円
児童養護施設等に入所している児童は、病気や障害、虐待を受けた児童などケアニーズの高い児童が多いため、児童養護施

設等の人材確保を行い体制強化を図る。また、社会的養育を必要とするこどもの権利擁護を推進するため、こどもの意見表明
等を支援する。



（１）「孤立て」にしない地域の子育て力の充実 １０，８６７，０５４千円
ア パパ・ママ応援ショップ事業の推進（再掲・Ｐ３３） １１，６９１千円
子育て世帯への優待制度である「パパ・ママ応援ショップ」事業、乳幼児連れの外出を支援する「赤ちゃんの駅」登録事業

などを通じ、子育て家庭が「応援されている」「支えられている」と実感できる社会づくりを進める。

イ 地域の子育て支援事業 １，６８０，４２０千円
子育て中の親子が交流を深め、不安や悩みを相談できる地域子育て支援拠点や預けたい人と預かることができる人をつなぐ

地域の相互援助組織であるファミリー・サポート・センター等の運営に必要な経費を補助する。
また、地域子育て支援拠点、ファミリー・サポート・センター、児童館職員の資質向上を図るための研修事業を実施する。

ウ 子育てファミリー応援事業 １８０，８６７千円
市町村と子育て世帯を確実につなぎ「孤立した子育て」などを防止し、育児の負担軽減を図るため、「ベビーギフト」を

配付する（最大１０，０００円相当）。

エ SAITAMA子育て応援フェスタ ２，９１０千円
出産や育児への疑問や不安の解消、子育ての楽しさを実感してもらうことなどを目的とするイベント「SAITAMA子育て応援

フェスタ」に県の施策等をＰＲするブースを出展する。

オ 放課後児童クラブの充実（一部新規）（再掲・Ｐ１０） ８，９９１，１６６千円
労働等により昼間保護者のいない家庭の小学生の健全な育成を図るため、授業の終了後に遊び及び生活の場を与える「放課

後児童クラブ」の運営に必要な経費を補助するとともに、利用児童の増加等に対応するため放課後児童クラブの整備を促進する。

７ 「子育て」と「子育ち」の支援 ５８，８１２，０７９千円

事業概要

－ ３４ －

（１）結婚を望む人への支援 １３８，４７５千円
ア SAITAMA出会いサポートセンター事業（再掲・Ｐ３３） １８，４７５千円

市町村や企業等との連携により「SAITAMA 出会いサポートセンター（恋たま）」を運営し、効果的な出会いの機会を提供
する。また、相手の内面に目を向けたコミュニケーションをとることができるメタバースを活用した婚活イベントを実施する。

イ 少子化対策推進 １２０，０００千円
市町村が実施する結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・気運醸成の取組や、結婚に伴う経済的負担を軽減する

取組に対して助成する。

６ 結婚・出産の希望実現 １３８，４７５千円



（２）質の高い幼児教育・保育の充実 ４６，６６５，６９４千円
ア 多様な保育ニーズに応える受け皿の確保
（ア）多様な保育施設への支援（ 拡 充 ）（一部再掲・Ｐ９） ４３，５４１，２３４千円

保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業等の運営費の一部を負担するとともに、家庭保育室の運営
や保育所等における質の向上を行う施設を支援し、多様な保育施設の需要への対応を図る。

（イ）延長保育 ３８３，８６５千円
民間保育所において、１１時間（短時間認定児童は８時間）の開所時間を超えて実施する延長保育に対して、必要な経費

を補助する。
（ウ）一時預かり事業 ９８７，５０２千円

家庭において、一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児を預かり、必要な保護を行う一時預かり事業に対して、
必要な経費を補助する。

（エ）病児保育 ３００，６５４千円
保護者が仕事の都合で休めないときに、病気の児童を一時的に保育する病院・保育所等や保育中に体調不良となった児童

への緊急対応を行う保育所等に対して、必要な経費を補助する。

イ 保育人材の確保（一部新規）（再掲・Ｐ９） １，４５２，４３９千円
未就学児を持つ保育士が育休等から復帰する又は新たに就職する場合に、当該保育士が支払う保育料の半額(上限27,000円)

の貸付期間を１年間から保育料の無償化の対象となるまで拡大する。
加えて、新卒保育士を対象とした就職準備金貸付について、新たに３０万円貸付（３年で返還免除）のメニューを創設する

とともに、県外からの転居を伴う場合は貸付金に１０万円を加算する。
また、県内保育所等で新たに勤務する保育士への奨学金返済支援を行う市町村への補助や、保育士・保育園支援センターに

よるマッチング支援、宿舎借上費用並びに業務負担軽減のための保育補助者等の配置に係る助成を行うことにより、保育人材
を確保する。
さらに、保育の質の向上を図るため、保育士等キャリアアップ研修や子育て支援研修などの各種研修を実施する。

（３）子育てに係る経済的負担の軽減 １，２７９，３３１千円
ア 多子世帯における保育料の軽減 １，２７９，３３１千円
多子世帯における経済的負担を軽減するため、保育所等に入所する第３子以降の児童（満３歳未満）の保育料を無償化する

市町村に対し、必要な経費を補助する。

８ ワークライフバランス・男女の働き方改革の推進 １，４５１千円

（１）共働き・共育ての推進、男性の家事・育児の促進 １，４５１千円
ア 企業と連携した男性の家事・育児参画推進事業 １，４５１千円

共育てしやすい環境づくりのため、子育て当事者や専門家の意見を踏まえた、共育てのヒント集「共育て導きの書」を活
用し、男性の家事・育児参画を推進する。

事業概要

－ ３５ －



埼 玉 県 高 齢 者 支 援 計 画 の 推 進

高齢者が地域とつながり、自らが持つ豊富な知識や技術、経験を活かし、様々な分野において活躍できるようにする。
医療、介護、介護予防、生活支援、住まいを一体的に提供する地域包括ケアシステムを深化・推進することで、地域共生社会の

実現を目指す。

担当 高齢者福祉課 総務・高齢企画担当 内線３２６３
施設・事業者指導担当 内線３２５４
施設整備担当 内線３２６０
介護人材担当 内線３２３２
ねんりんピック推進担当 内線３２１９

地域包括ケア課 総務・介護保険担当 内線３２５５
地域包括ケア担当 内線３２５６
認知症・虐待防止担当 内線３２５１

社会福祉課 施設指導・福祉人材担当 内線３２７６

【予算額】１１０，８２１，８３０千円

１ 高齢者の活躍支援と安心して暮らせる地域社会づくり ２５２，８０４千円

（１）老人クラブ活動への支援 ３４，４７３千円
老人クラブ等が実施するボランティア活動、教養活動、健康増進活動等の経費を補助する。

（２）高齢者のいきがい・健康づくり支援及び全国健康福祉祭開催準備（ 拡 充 ）２１７，０８１千円
彩の国プラチナフェスティバル等の事業を通して、高齢者のいきがい・健康づくりを促進する。
また、令和８年度に本県で開催するねんりんピック彩の国さいたま２０２６の大会開催準備を進める。

 全国健康福祉祭（ねんりんピック）開催準備事業費 【拡充】
式典や宿泊輸送など、大会の開催に向けた各種計画を策定するとともに、節目イベントをはじめとした広報活動を通じて開催気

運の醸成を図る。また、交流大会を行う市町及び競技団体等の開催準備を支援する。

新規・拡充内容

（３）災害派遣福祉チーム体制整備事業費 １，２５０千円
大規模災害時に避難所等へ避難した高齢者等に対して、相談援助や応急的な介助等の福祉支援を行う災害派遣福祉チーム

を被災地域に派遣するための体制を整備する。

－ ３６ －

一部新規

目 的

事業概要



２ 地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの深化・推進 ２２８，０６８千円

（１）専門家チームによる市町村オーダーメイド支援（ 再掲・Ｐ１８） １１，２７０千円
トータルコーディネーターが、データの活用、地域分析に関するノウハウ定着に向けた支援を行うとともに、リハビリ専

門職、地域づくりの専門家などと連携し、高齢者の介護予防や生活支援等の取組をオーダーメイド・伴走型で支援する。

（２）地域包括ケア人材育成事業（再掲・Ｐ１８） ２９，５７２千円
地域ケア会議、介護予防、生活支援などの事業を担う市町村職員等に対して研修等を実施し、地域包括ケアシステムに関

する知識やノウハウの習得を支援する。

（３）地域包括ケアシステム広域支援事業 １９，２０４千円
県内１０か所に設置している地域リハビリテーション・ケアサポートセンターと協力医療機関の連携により、リハビリ

テーション専門職を育成し、市町村の介護予防事業等に派遣することで、地域包括ケアシステムの構築を支援する。

（４）要介護改善等促進事業 ９００千円
介護事業所における自立支援・重度化防止の取組を促進するため、利用者の要介護度の維持・改善等に積極的に取り組む

事業所を評価・公表する。

（５）ケアラーを支援する施策の推進（一部新規）（再掲・Ｐ２８） １８，３７１千円
ケアラー支援に関する広報啓発や地域包括支援センター等の関係機関の人材育成のほか、介護者サロンの設置・運営の

支援や仕事と介護の両立のための啓発を行う。

（７）地域包括ケアシステム深化・推進事業（再掲・Ｐ３２） １１７，９６８千円
重層的支援体制整備に関する助言や人材育成のための研修及び交付金の交付を通じて、制度の狭間や高齢、障害、こども、

生活困窮等の分野に関連する複雑化した課題等に対応できる包括的な支援体制の構築に取り組む市町村を支援する。

（８）市町村総合相談支援体制構築事業費（再掲・Ｐ３２） １，１５６千円
総合相談支援体制構築に精通するアドバイザーの派遣、課題や手法を共有するための情報交換会の開催及び総合相談支援

体制の中核を担う人材育成のための研修を実施し、市町村の総合相談支援体制の構築を支援する。

（６）ヤングケアラーを支援する施策の推進（一部新規）（再掲・Ｐ２８） ２９，６２７千円
ヤングケアラー支援コーディネーターの設置やSNSを活用した相談窓口、オンラインサロンの設置・運営のほか、

ヤングケアラーに関する普及啓発や人材育成を行う。

－ ３７ －

事業概要



３ 認知症施策の総合的な推進 ８４，３８４千円

（１）認知症の人にやさしい地域づくり推進事業費（再掲・Ｐ１９） １，８９０千円
認知症サポーター及びその講師役であるキャラバン・メイトを養成するとともに、市町村認知症連絡会を開催することに

より市町村の認知症施策の推進を支援する。

（２）認知症ケア支援事業費（ 拡 充 ）（再掲・Ｐ１９） ２５，８７２千円
認知症に関する知識等の普及・啓発・研修を実施することにより、認知症高齢者やその家族、認知症を介護する職員等を

支援する。

（３）若年性認知症の人のための施策の推進（再掲・Ｐ１９） １７，０８９千円
若年性認知症支援コーディネーターを配置し、相談対応や居場所づくり、就労支援を行う。また、セミナー等の普及啓発

を行うことにより、若年性認知症の人が社会とのつながりを保ち、生きがいを持って暮らせる環境を整備する。

（４）共生のための「チームオレンジ」構築支援事業（再掲・Ｐ１９） ６，６３１千円
認知症の人に対する地域の支援を広げるため、市町村の「チームオレンジ」の構築を支援するとともに、認知症の本人に

よる埼玉県版「希望大使」を設置し、本人からの発信を支援する。

４ 介護保険施設等の整備 ６，２０３，２６１千円

（２）介護基盤緊急整備等特別対策事業費 ２，５６５，４６３千円
地域密着型特別養護老人ホーム等の小規模施設等の整備に要する工事費用や非常用自家発電設備等の整備に対する補助を

行う。

（１）特別養護老人ホーム等整備事業費 １，５８４，７２８千円
特別養護老人ホームの創設及び増床等の整備を行う社会福祉法人に対し、整備費の一部を補助する。

（３）施設開設準備経費等支援事業費 １，９１３，４９１千円
特別養護老人ホーム等介護施設の円滑な開設のため、施設の開設準備に要する経費に対する補助を行う。

（５）成年後見制度利用促進事業（再掲・Ｐ１９） ３０，４６８千円
市町村における成年後見制度を活用するための体制整備・強化を支援することにより、成年後見制度の利用を促進する。

（６）高齢者虐待対策事業費 ２，４３４千円
高齢者虐待防止に関する普及啓発を行うとともに、市町村における高齢者虐待対応、相談窓口、ネットワークづくり等の

体制整備を支援する。

－ ３８ －

（４）介護基盤整備促進事業 １６，０００千円
埼玉版スーパー・シティプロジェクトにおける地域まちづくり計画区域内での地域密着型サービス事業所の整備を促進す

るため、市町村が事業者に対して行う上乗せ補助の助成をする。

事業概要



（５）介護施設等における感染拡大防止対策への支援 １２３，５７９千円
介護施設等において、感染拡大を防止する観点から、多床室の個室化に要する改修費、簡易陰圧装置の設置に要する経費、

換気設備の設置に要する経費、感染拡大防止のためのゾーニング環境等に要する経費を補助する。

５ 介護人材の確保・定着・イメージアップ ７５５，４３０千円

（１）介護人材の確保・定着の促進（一部新規）（再掲・Ｐ１５～１７） ７１５，５８８千円
介護人材の確保・定着の促進を図るため、介護未経験者等の就労支援、市町村による介護人材確保支援、外国人人材の確

保・定着支援、新任介護職員の定着支援、介護職員への暴力・ハラスメント対策、介護のイメージアップなどを実施する。

（１）介護現場における生産性向上支援事業費（ 拡 充 ）（再掲・Ｐ１７） ４８１，２９０千円
効率的な介護提供体制の構築を進めるため、介護事業所における介護ロボットやＩＣＴ導入に係る経費の一部を補助する。
また、介護事業所の生産性向上の取組を促進するため、ワンストップ窓口による支援を行う。

６ 介護現場の革新に係る支援 ４８１，２９０千円

７ 介護保険の持続可能な制度運営 １０２，８１６，５９３千円

（１）市町村介護保険財政支援事業費 １０２，７８３，４５１千円
介護保険法に基づき、市町村の介護保険給付及び地域支援事業に要する費用の法定割合を負担するとともに、介護保険財

政の安定化を図るため、介護保険財政安定化基金を管理し、貸付等を行う。

（２）介護保険制度運営推進事業費 １１，０５１千円
介護サービス事業者に係る苦情処理体制の整備、介護保険に係る不服申立への対応、要介護認定の水準向上のための研修

を行うとともに、介護給付適正化の取組を進める。

（３）介護サービス情報の公表 ２２，０９１千円
介護サービス事業者が利用者などに対し、必要な情報を提供する体制の整備を進める。

－ ３９ －

（２）福祉・介護人材育成促進事業 ３３，８９２千円
介護人材の確保・定着を図るため、将来、県内の社会福祉施設等への就職を希望する学生に対する修学資金、離職後に

再就職する介護職員（潜在介護職員）に対する就職準備金、他業種で働いていた者等が介護職員初任者研修等を修了し、
県内の介護事業所等に就職する場合の就職支援金及び福祉系高校に通う生徒に対する修学資金の貸付け等を実施する。

（３）介護福祉士を目指す外国人留学生の応援事業 ５，９５０千円
介護福祉士養成施設が、在学する外国人留学生に対して日本語学習や国家試験対策等の専門知識習得のための課外授業を

実施した場合に、その経費の一部を補助する。

事業概要



埼 玉 県 障 害 者 支 援 計 画 の 推 進

障害者の自立と社会参加を支援し、障害のある人と障害のない人が分け隔てられることなく、地域の中で共に育ち、学び、生活
し、働き、活躍できる社会＝「共生社会」を実現するため、障害者施策の推進を図る。

担当 障害者福祉推進課 総務・計画・団体担当 内線 ３２９４
障害福祉・自立支援医療担当 内線 ３３１５
社会参加推進・芸術文化担当 内線 ３３０９

障害者支援課 総務・市町村支援担当 内線 ３３１９
地域生活・医療的ケア児支援担当 内線 ３３１７

048-857-1001
施設整備・法人指導担当 内線 ３３１３
施設支援担当 内線 ３３１４

社会福祉課 施設指導・福祉人材担当 内線 ３２７６

【予算額】５７，７０８，７２９千円

１ 理解を深め、権利を護る １２，３７０千円

（１）共生社会づくり推進事業（一部再掲・Ｐ３２） ４，７１４千円

障害者差別解消法及び共生社会づくり条例の周知啓発、ヘルプマークを活用した理解促進を実施する。

（２）障害者差別解消推進事業（再掲・Ｐ３２） ５，０７０千円

障害者差別解消法に基づき、県民からの相談窓口を設置するとともに、障害者差別解消支援地域協議会を開催する。

（３）障害者虐待対策事業 ２，５８６千円

障害者虐待防止法及び虐待禁止条例に基づき、障害者支援施設の従事者や管理者、市町村職員等の専門性強化を図るため
の研修を実施するとともに、障害者権利擁護センターの通報窓口の強化を図る。

－ ４０ －

一部新規

目 的

事業概要



（３）障害者施設等自立支援給付費（障害児（者）短期入所事業） ８４８，７１１千円

障害児（者）のいる家庭において、介護者の病気等で介護が困難になった場合に、障害児（者）を一時的に施設等に入所

させ、介護等を行う事業を実施する市町村に対して、その経費の一部を負担する。

（４）地域で暮らす障害児者・ケアラー支援事業（一部新規）（再掲・Ｐ２１） １１８，００９千円

医療的ケアを必要とする重症心身障害児者を在宅で介護する家族の精神的・身体的負担を軽減するため、ショートステイ
及びデイサービスによるレスパイトケアの充実等を図るとともに、市町村の基幹相談支援センターや地域生活支援拠点等の
整備を促進し、地域で暮らす障害児者やケアラーを支援する。

（６）民間心身障害児（者）施設重度療育等事業費 ３１７，７６０千円

手厚い職員配置を行い、医療的ケアが必要な障害児の処遇改善を図るため、看護師等の直接処遇職員を加配する入所施設

に人件費を補助する。

（７）障害者施設等自立支援給付費（自立支援給付費） ２６，１９６，５６７千円

障害者が施設等において障害福祉サービスを受けた時に、自立支援給付費を支出する市町村に対して、その費用の一部を

負担する。

（２）心身障害児通園訓練費 １３，８６１，５９４千円

在宅の障害児が通所して、日常生活の基本動作、集団生活への適応促進のための指導・訓練を受ける際に障害児通所給付

費を支給した市町村に対して、その経費の一部を負担する。

２ 地域生活を充実し、社会参加を支援する ５７，３５６，５８７千円

（１）ホームヘルプサービス事業費 ６，０５２，７６６千円

障害児（者）の家庭を訪問し、入浴等の介護、家事援助等の利用に係る介護給付費を支給した市町村に対して、その経費

の一部を負担する。

（５）医療的ケア児等支援センター事業（一部新規）（再掲・Ｐ２１） ３０，２６０千円

医療的ケア児及びその家族等に対する専門的な相談や情報提供、関係機関等との連絡調整等を行うとともに、人材育成や

市町村及び関係機関への支援を行う医療的ケア児等支援センターを運営し、医療的ケア児等への支援体制を整備する。

－ ４１ －
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（１１）高次脳機能障害地域支援ネットワーク構築促進事業（一部再掲・Ｐ２０） １９，７９６千円

高次脳機能障害者及び家族に対する支援等を行うための地域支援ネットワークの充実を図り、相談事業や研修会の
開催、地域支援のための事業などを行う。

（１２）グループホーム等事業助成費（一部再掲・Ｐ２２） ７，４９６，３０８千円
障害者グループホーム等におけるサービスに係る支給や補助を行う市町村に対して、その経費の一部を負担する。また、

グループホームの安心感を高め、入所施設等からグループホームへ、地域での生活の移行を促進する。

（１３）障害児（者）福祉施設等施設整備費 ７０６，６０７千円

社会福祉法人等が設置するグループホーム、通所事業所等の整備費の一部を補助する。

（１４）障害者ケアマネジメント等体制整備推進事業（一部再掲・Ｐ２２） ９，５１７千円
研修等を通して、職員の資質向上など、施設や市町村の支援体制強化を図る。

（１０）精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築事業 ４４，４７２千円

精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい生活ができるよう、保健、医療、福祉の関係者による協議の場を設置
し、課題の解決に取り組む。また、精神障害が疑われる未受診者等に対するアウトリーチ支援をモデル地域で実施する。

（９）市町村地域生活支援事業（再掲・Ｐ３１） １，２２２，０４７千円

相談支援、意思疎通支援等の多様な事業を総合的に実施する市町村に対して、その経費の一部を補助する。

（８）地域活動支援センター助成事業 ５３，８９２千円

法定外施設（心身障害者地域デイケア施設、精神障害者小規模作業所）から地域活動支援センターに移行したところが、

移行前と同等のサービス提供ができるよう、センターに運営費助成を行った市町村に対して、その経費の一部を補助する。

－ ４２ －
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（１６）身体障害者補助犬育成事業 ７，７８７千円

身体障害者の社会参加に資するため、身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬及び聴導犬）の育成及び給付を行う。

（１９）障害者芸術・文化活動の推進（再掲・Ｐ３２） ９，１８２千円

芸術性・創造性にあふれた障害者アートの魅力を伝えるとともに、障害者の芸術文化活動の裾野を広げるプログラムを

実施し、障害者の自立・社会参加を促進する。

（１５）民間社会福祉施設整備促進事業費 ２２３，２６３千円

障害者福祉施設等の建設に際し整備費の一部を補助する。

（１７）聴覚障害者情報提供総合推進事業費 １０８，４４１千円

聴覚障害者等の情報保障を推進するため、高度な意思疎通支援を行う手話通訳者・要約筆記者等の養成・派遣を行う。

（１８）県民の理解を深める手話普及啓発事業 ３，８０７千円

手話言語条例に基づき、手話への理解を深めるため、市町村による地域の手話普及の取組を促進するとともに、県とし

ても県民全体や事業者に対する手話普及の取組を推進する。

（２０）障害福祉サービス職員ハラスメント対策推進事業（一部新規）（再掲・Ｐ１６）３，３０１千円
訪問系の障害福祉サービス事業所が暴力・ハラスメント対策を講じることにより、職員の安全を確保し、安心して働き続

けることができる体制の構築を支援する。

（２１）障害者入所施設ロボット等導入支援事業 １１，２５０千円
ロボット等を導入するための費用を補助し、障害児（者）入所施設等の介護負担軽減、労働環境の改善、生産性向上等

を図る。

（２２）障害福祉分野のＩＣＴ導入事業 １１，２５０千円
ＩＣＴ機器を導入するための費用を補助し、障害児（者）入所施設の業務効率化及び職員の業務負担軽減を図る。

－ ４３ －
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（１）障害者就業・生活支援センター事業（再掲・Ｐ３１） ６４，９００千円

雇用・福祉・教育等の関係機関と連絡調整を行い、障害者の就業に伴う生活上の支援を行う。

（２）障害者就労施設支援事業（ 拡 充 ） （再掲Ｐ・２３） ３，６４１千円

障害者就労施設製品の理解促進及び販路拡大のため、展示・販売会の開催等を支援し、 障害者の工賃向上を図る。

3 就労を進める １３４，０６５千円

（３）障害者農業参入チャレンジ事業 １，７２１千円

農家と障害者就労施設とをマッチングすることにより、農業分野における施設外就労の機会の拡大を図る。

（４）発達障害者就労支援センター事業（再掲・Ｐ３１） ２２，０００千円

発達障害者に特化した就労支援機関を設置し、就労に関する相談、職業能力の評価、コミュニケーション能力やビジネス
マナーを習得する訓練、就職活動、職場定着までの支援を行う。

（５）障害者就労施設県庁舎環境管理事業費 ２０，７６４千円

障害者就労継続支援Ｂ型事業所に対し、県庁舎環境管理業務の一部を委託する。あわせて、埼玉県工賃向上計画を推進し、
障害者の工賃向上を図る。

（６）就労継続支援Ｂ型事業所の企業連携力強化事業（再掲・Ｐ２３） ２１，０３９千円

就労継続支援Ｂ型事業所と民間企業の需要をマッチングする窓口を設置するとともに、事業所の技術力の段階に応じ、
民需に対応できる商品開発やデザイン力等のスキルの向上、販路の拡大等を支援する。

－ ４４ －
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（１）災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）体制整備事業 ８２６千円

大規模災害等が発生した場合に、精神科医療及び精神保健活動の支援を行う災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を被

災地域に派遣するための体制を整備する。

（２）災害派遣福祉チーム体制整備事業費（再掲・Ｐ３６） １，２５０千円
大規模災害時に避難所等へ避難した障害者等に対して、相談援助や応急的な介助等の福祉支援を行う災害派遣福祉チー

ムを被災地域に派遣するための体制を整備する。

４ 安心・安全な環境をつくる（療育体制や災害対策の充実など） ２０５，７０７千円

（３）災害時における要配慮者への支援体制の強化 ４，８４２千円

災害時に一時避難所では対応できない障害者・高齢者などの要配慮者が、安心・安全に福祉避難所に直接避難できる体制

を整備する。

（５）聴覚障害児の早期支援 ４２，８００千円

聴覚障害児支援の中核機能として埼玉県聴覚障害児支援センターを設置し、医療、保健、福祉、教育の関係機関の連携

強化するとともに、先天性及び乳幼児期の聴覚障害児の言語発達やコミュニケーションの形成を図るため、聴能訓練を実

施する。また、軽度・中等度難聴児の補聴器購入費の助成を行う市町村に対し、その経費の一部を補助する。

（４）発達障害児・者への支援（再掲・Ｐ３１） １５５，９８９千円

発達障害の早期発見・早期支援を充実させる拠点として発達障害総合支援センターを運営し、人材の育成や診療・療育体

制の強化に取り組む。

－ ４５ －
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